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青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
号
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活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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成
十
九
年
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月
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十
一
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知
事

三

村

申

吾
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居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

医
療
法
人
平

成
会

八
戸
市
湊
高
台
二

丁
目
四
の
六

訪
問
看
護

あ
さ
ひ
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

八
戸
市
湊
高
台
二

丁
目
四
の
六

平
成

��

･

��･

�

医
療
法
人
晴

山
会

黒
石
市
大
字
温
湯

字
上
川
原
七
の
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

山
谷
内
科
医

院

黒
石
市
大
字
温
湯

字
上
川
原
七
の
一

�	

･


･

��

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

医
療
法
人
平

成
会

八
戸
市
湊
高
台
二

丁
目
四
の
六

介
護
予
防

訪
問
看
護

あ
さ
ひ
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

八
戸
市
湊
高
台
二

丁
目
四
の
六

平
成

��

･

��･

�

平
成
十
九
年

十
一
月
二
十
一
日

(

水
曜
日)

第
二
千
八
百
六
十
一
号



( )

青
森
県
告
示
第
八
百
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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介
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入
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〃

〃

訪
問
看
護
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護
ス
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シ
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ン
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〃

三
和
工
業
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式
会
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弘
前
市
大
字
小
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字
大
開
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五
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五
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訪
問
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護

サ
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護
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前
市
大
字
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字
大
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社
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目
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三
和
工
業
株

式
会
社

弘
前
市
大
字
小
沢

字
大
開
四
五
の
五

六

介
護
予
防

訪
問
介
護

サ
ン
ワ
訪
問

介
護

弘
前
市
大
字
小
沢

字
大
開
二
〇
五
の

一
二
〇
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･
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社
会
福
祉
法

人
津
軽
富
士

見
会

弘
前
市
大
字
山
崎
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丁
目
三
の
七
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短
期
入
所
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老
人
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健
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ケ
ア
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青
森
県
告
示
第
八
百
三
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
都
市

計
画
道
路
事
業
を
平
成
十
九
年
十
一
月
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

青
森
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

青
森
都
市
計
画
道
路
事
業

(

三
・
二
・
二
号
内
環
状
線)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

青
森
県
青
森
市
大
字
石
江
字
岡
部
及
び
字
三
好
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
下
舘
組

二

代
表
者
の
氏
名

下
舘

康
男

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
尻
内
河
原
六
七
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
八)

第
二
一
一
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
十
一
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
十
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

収

用

委

員

会

公
示
に
よ
る
通
知

土
地
収
用
法

(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

書
類
を
通
知
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
。
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の
三
〇
五

応
型
通
所

介
護

リ
バ
テ
ィ
中

央

の
三
一
五

中
部
上
北
広

域
事
業
組
合

上
北
郡
七
戸
町
字

蛇
坂
五
五
の
八

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

松
風
荘
短
期

入
所
生
活
介

護
事
業
所

上
北
郡
東
北
町
字

乙
供
一
二
三

��

･

�･

�

有
限
会
社
リ

ブ
ラ
イ
ズ

八
戸
市
大
字
妙
字

桶
屋
平
九
の
六
〇

介
護
予
防

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

か
っ
こ
う
の

森

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
西
二
丁
目
九
の

九
九
二

��

･

��･

�

有
限
会
社
新

堂
企
画

上
北
郡
東
北
町
上

北
南
四
丁
目
三
二

の
三
〇
八

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
ひ
ま
わ

り
苑
上
北

上
北
郡
東
北
町
大

字
大
浦
字
菅
林
一

一
六
の
一

��

･

�･

�



( )

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

通
知
す
べ
き
書
類
の
名
称

審
理
の
開
始
に
つ
い
て

(

通
知)

二

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

通
知
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
一
日
を
も
っ
て
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
表
通
知
を
受
け
る
べ
き
者

公
示
に
よ
る
通
知

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

書
類
を
通
知
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

通
知
す
べ
き
書
類
の
名
称

審
理
の
開
始
に
つ
い
て

(

通
知)

二

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

通
知
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
一
日
を
も
っ
て
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
表
通
知
を
受
け
る
べ
き
者

公
示
に
よ
る
通
知

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

書
類
を
通
知
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

通
知
す
べ
き
書
類
の
名
称

審
理
の
開
始
に
つ
い
て

(

通
知)

二

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

通
知
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

青 森 県 報平成19年11月21日 水曜日 第2861号 4

氏
名

住
所

備
考

西
�
一
夫

住
所
不
明
た
だ
し
､
住
民
票
の
住
所

青
森
市
長
島
２
丁
目
12番
９
号
山
二
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

404号

伊
沢
和
行

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
除
票
の
住
所
(昭
和
59年
６
月
14日

職
権
消
除
)

青
森
県
十
和
田
市
大
字
八
斗
沢
字
伊
谷
沢
６
番
地
３

大
下
内
清
見
住
所
不
明
た
だ
し
､
住
民
票
の
住
所

神
奈
川
県
横
浜
市
旭
区
上
川
井
町
178番

地
ハ
イ
ツ
コ
ス
モ
ス
202号

大
久
保
定
男
住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
除
票
の
住
所
(平
成
17年
12月
28日

職
権
消
除
)

埼
玉
県
吉
川
市
大
字
土
場
418番

地
３

氏
名

住
所

備
考

山
端
酉
松

住
所
不
明

た
だ
し
､
戸
籍
の
本
籍
地

青
森
県
十
和
田
市
大
字
大
沢
田
字
牛
鍵
105番

地



( )

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
一
日
を
も
っ
て
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
表
通
知
を
受
け
る
べ
き
者

公
示
に
よ
る
通
知

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

書
類
を
通
知
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令

(
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

通
知
す
べ
き
書
類
の
名
称

審
理
の
開
始
に
つ
い
て

(

通
知)

二

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

通
知
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
一
日
を
も
っ
て
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
表
通
知
を
受
け
る
べ
き
者

公
示
に
よ
る
通
知

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

書
類
を
通
知
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

通
知
す
べ
き
書
類
の
名
称

審
理
の
開
始
に
つ
い
て

(

通
知)

二

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

通
知
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
一
日
を
も
っ
て
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

青 森 県 報平成19年11月21日 水曜日 第2861号5

氏
名

住
所

備
考

阿
部
忠
夫

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
除
票
の
住
所
(平
成
16年
９
月
８
日

職
権
消
除
)

青
森
県
上
北
郡
七
戸
町
字
笊
田
川
久
保
２
番
地

氏
名

住
所

備
考

不
明
た
だ
し
､
楢
舘

武
雄
の
相
続
人

住
所
不
明

た
だ
し
､
戸
籍
の
本
籍
地

青
森
県
上
北
郡
上
北
町
大
字
新
�
字
赤
平
21番
地

大
下
内
清
見
住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
の
住
所

神
奈
川
県
横
浜
市
旭
区
上
川
井
町
178番

地
ハ
イ
ツ
コ
ス
モ
ス
202号

仁
和
義
定

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
除
票
の
住
所
(平
成
11年
３
月
30日

職
権
消
除
)

青
森
県
十
和
田
市
大
字
大
沢
田
字
芋
久
保
62番
地
１

不
明
た
だ
し
､
登
記

簿
上
の
名
義
人

楢
崎
孫
助

住
所
不
明

た
だ
し
､
登
記
上
の
住
所

青
森
県
上
北
郡
東
北
町
大
字
新
舘
字
赤
平
117番

地

不
明
た
だ
し
､
登
記

簿
上
の
名
義
人

楢
崎
保
太
郎

住
所
不
明

た
だ
し
､
登
記
上
の
住
所

青
森
県
上
北
郡
東
北
町
大
字
新
舘
字
赤
平
117番

地



( )

別
表
通
知
を
受
け
る
べ
き
者

公
示
に
よ
る
通
知

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

書
類
を
通
知
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

通
知
す
べ
き
書
類
の
名
称

審
理
の
開
始
に
つ
い
て

(

通
知)

二

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

通
知
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
一
日
を
も
っ
て
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
表
通
知
を
受
け
る
べ
き
者

公
示
に
よ
る
通
知

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

書
類
を
通
知
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

通
知
す
べ
き
書
類
の
名
称

審
理
の
開
始
に
つ
い
て

(

通
知)

二

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

通
知
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
一
日
を
も
っ
て
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
表
通
知
を
受
け
る
べ
き
者

青 森 県 報平成19年11月21日 水曜日 第2861号 6

氏
名

住
所

備
考

舘
祐
子

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
の
住
所

東
京
都
江
東
区
亀
戸
３
丁
目
29番
８
号

氏
名

住
所

備
考

和
田
勝
春

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
除
票
の
住
所
(平
成
15年
２
月
28日

職
権
消
除
)

新
潟
県
西
蒲
原
郡
巻
町
大
字
巻
甲
1515番

地
６

佐
藤
真
由
美
方

二
ツ
森
信
雄

た
だ
し
､
登
記

簿
上
の
氏
名

二
ツ
森
信
夫

住
所
不
明

た
だ
し
､
戸
籍
附
票
の
住
所
(昭
和
44年
９
月
１
日
職

権
消
除
)

青
森
県
上
北
郡
天
間
林
村
大
字
二
ツ
森
字
家
ノ
表
125

番
地
た
だ
し
､
登
記
簿
上
の
住
所

青
森
県
上
北
郡
天
間
林
村
大
字
天
間
舘
字
作
田
道
149

番
地

氏
名

住
所

備
考

和
田
勝
春

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
除
票
の
住
所
(平
成
15年
２
月
28日

職
権
消
除
)

新
潟
県
西
蒲
原
郡
巻
町
大
字
巻
甲
1515番

地
６

佐
藤
真
由
美
方
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二
ツ
森
信
雄

た
だ
し
､
登
記

簿
上
の
氏
名

二
ツ
森
信
夫

住
所
不
明

た
だ
し
､
戸
籍
附
票
の
住
所
(昭
和
44年
９
月
１
日
職

権
消
除
)

青
森
県
上
北
郡
天
間
林
村
大
字
二
ツ
森
字
家
ノ
表
125

番
地
た
だ
し
､
登
記
簿
上
の
住
所

青
森
県
上
北
郡
天
間
林
村
大
字
天
間
舘
字
作
田
道
149

番
地



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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